
予算総則に規定した事項に係る予算の実施結果

　より予算総則に規定した事項に係る予算の実施結果は、次のとおりである。

１．

　ができる事項と事項ごとの限度額のうち債務を負担した金額は、次のとおりである。

事　　　　　項 限    度    額 債 務 負 担 額

円 円

　人工衛星の開発に必要な経費 20,816,892,000 20,810,527,000

　宇宙環境利用の総合推進に必要な経費 23,791,434,000 23,778,696,275

　ロケットの開発に必要な経費 15,461,619,000 15,458,615,000

　ロケットの打上げ及び打上施設の整備に必要な経費 2,471,850,000 2,432,890,000

　追跡管制に必要な経費 2,982,269,000 2,979,946,100

　筑波宇宙ｾﾝﾀｰ施設の整備に必要な経費 686,950,000 685,844,000

　地球観測ｾﾝﾀｰ施設の整備に必要な経費 4,035,223,000 4,034,312,500

　情報収集衛星システム開発等受託に必要な経費 15,709,232,000 15,706,476,000

合　　　　　計 85,955,469,000 85,887,306,875

２．

（款）情報収集衛星システム開発等受託収入

　　　　（項）情報収集衛星システム開発等受託収入

　　　　　　　　　　　（目）情報収集衛星システム開発等受託収入

11,392,043,000 円 11,392,043,000 円

３．

４．

５．

  これらの経費については翌事業年度への繰り越しは行わなかった。　　　　　　　　　

予算総則第６条に規定する役職員の定員及び給与の基準については、予算において予定

　した定員を超える増員又は給与の基準を超える支給は行わなかった。　　　　

　職員給与へ２０，６３６，０００円を流用した。

予算総則第５条に規定する経費は、役員給与、職員給与、退職金、福利費及び交際費で、

予算総則第４条に規定する経費は、役員給与、職員給与、退職金、福利費及び交際費で、

このうち文部科学大臣、総務大臣及び国土交通大臣の承認を受けて役員給与及び退職金から

収入増加額 支出増加額

予算総則第３条に規定する増加した情報収集衛星システム開発等受託収入及び事業収入

　並びに当該増加した事業に直接必要とした経費は、次のとおりである。

宇宙開発事業団法施行規則（昭和４４年９月１６日総理府・郵政省令第１号）第７条の規定に

予算総則第２条に規定する平成12事業年度において宇宙開発事業団が債務を負担すること


